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●
高
島
市
福
祉
医
療
費
助
成
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
案

●
高
島
市
老
人
福
祉
医
療
費
助
成
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　

医
療
保
険
制
度
の
見
直
し
に
よ

り
、
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
医
療

費
の
自
己
負
担
が
1
割
か
ら
2
割

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の

た
め
、
自
己
負
担
が
1
割
で
あ
る

65
歳
か
ら
69
歳
ま
で
の
世
代
と
、

2
割
に
な
っ
た
70
歳
か
ら
74
歳
ま

で
の
世
代
間
で
不
整
合
が
生
じ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
当
条
例
改
正
は
、

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
寡
婦
お
よ
び

低
所
得
老
人
の
福
祉
医
療
費
の
助

成
対
象
年
齢
を
現
在
の
65
歳
か
ら

74
歳
に
拡
大
し
、
ま
た
、
助
成
内

容
を
医
療
費
の
2
割
助
成
か
ら
1

割
助
成
に
見
直
す
こ
と
で
、
世
代

間
均
衡
を
図
る
も
の
で
す
。

●
高
島
市
立
公
民
館
の
設
置
お
よ
び

管
理
に
関
す
る
条
例
お
よ
び
高
島

市
立
図
書
館
の
設
置
お
よ
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
案

　

旧
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
の

改
修
整
備
に
つ
い
て
、
市
民
交
流

の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、

現
在
の
新
旭
公
民
館
お
よ
び
新
旭

図
書
室
を
整
備
後
の
施
設
に
移
転

す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
で
す
。

　

移
転
後
の
図
書
室
は
、
車
い
す

利
用
者
が
そ
の
ま
ま
入
室
で
き
る

広
さ
に
な
る
等
、
サ
ー
ビ
ス
が
低

下
し
な
い
よ
う
計
画
さ
れ
て
い
る

と
の
こ
と
で
す
。

●
高
島
市
農
民
研
修
セ
ン
タ
ー
の
設

置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
案

　

新
旭
公
民
館
に
併
設
し
て
い
る

新
旭
農
民
研
修
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
、
設
置
後
相
当
の
年
月
が
経
過

し
、
当
初
の
設
置
目
的
を
果
た
し

た
こ
と
か
ら
、
公
民
館
お
よ
び
図

書
室
の
施
設
移
転
を
機
に
、
こ
れ

を
廃
止
す
る
た
め
所
要
の
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。

　

審
議
の
結
果
、
以
上
4
議
案
は
、

全
員
賛
成
で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」

と
決
定
し
ま
し
た
。

文教福祉
常任委員会
委員長 秋永 安次

可決
すべき

▲現在の新旭公民館

▲旧地場産業振興センター　改修後は複合施設になります


